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平成 20
年４月か

ら

「後期高齢者医療制度」
　　　　　　が始まります

後期高齢者医療制度

　平成 20 年４月から医療制度が変わります。老人保健制度
が廃止され、75 歳（一定の障害がある人は 65 歳）以上の人は、
国民健康保険や健康保険組合から離れて、新たに後期高齢者
医療制度に加入して医療を受けることになります。
　また、全員が保険料を納めることに
なります（健康保険組合などの被扶養
者だった人も対象です）。
　制度の運営主体は「福井県後期高
齢者医療広域連合」になります。

■問い合わせ
　　•健康長寿課　☎内線169
　　•福井県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　☎ 0776・54・6330　

Ｑ．制度の対象者は？
Ａ．75 歳以上の人と一定の障害がある 65
　　歳以上の人です。健康保険組合などの被
　　扶養者だった人も対象です

Ｑ．これからの保険証は？
Ａ．今までの保険証は返還（失効）し、新し
　　い保険証が１人に１枚交付されます。
　　　今まではお医者さんにかかるとき、保
　　険証と老人保健受給者証が必要でした
　　が、これからは新しい保険証１枚でかか
　　れるようになります　　　

Ｑ．医療費の自己負担は？
Ａ．お医者さんにかかるときの医療費の自己
　　負担は１割です。ただし、現役並み所得
　　者は３割です
　　※老人保健と変わりません（さまざまな
　　　給付も老人保健と同様です）

ど

《保険料の決め方》
　保険料は、被保険者１人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の所得に応じ

て負担する「所得割額」の合計となります（福井県内の保険料の率は同じです）
　　　　　　　　　　　　　　　　　•所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます

軽減割合 世帯の総所得金額など

７割軽減 基礎控除額（33 万円）を超えない世帯

５割軽減
基礎控除額（33 万円）＋

24.5 万円×世帯の人数（本人を除く）を超えない世帯

２割軽減
基礎控除額（33 万円）＋ 35 万円×世帯の人数

を超えない世帯

Ｑ．保険料は？
Ａ．全員が保険料を納めるようになります

Ｑ．いくら払うの？
Ａ．11月ごろ、福井県内の保険料率が決定
　　されます
　　※個人ごとの保険料の額は平成 19年中
　　の所得によって算出されるため、平成
　　20年７月ごろ決定されます

Ｑ．保険料の支払い方法は？
Ａ．年金から天引きとなります（年金額が年
　　額 18万円未満、介護保険料と合わせた
　　金額が年金額の２分の１を超える場合は
　　天引きの対象にならず、口座振替や納付
　　書で直接、市へ納めることになります）

Ｑ．保険料を納めないとどうなるの？
Ａ．通常の保険証より期限の短い「短期被保
　　険者証」や、特別の事情がなく一定期間
　　以上滞納が続くと、資格証明書が発行さ
　　れる場合があります
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75 歳以上の皆さん
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若狭おばま活性化　　イベント「夏の陣」

３基のみこし巡行と西津お旅所への渡御

「小浜祇園祭」
7月14日㊏・15日㊐

夏の夜空を彩る「花火」を打ち上げませんか

８月１日㊌　20時 20分〜
　若狭おばま観光協会と小浜市区長連合会では、
今年も市民の皆さんに花火を購入していただき、
盛大に花火大会を開催したいと考えています。結
婚記念や孫の誕生記念、還暦のお祝いなど、名目
は自由です。夏の夜空を彩るあなたの「花火」を
打ち上げませんか。
　代金は、7月 13 日㊎までに観光交流課へお持ち
いただくか、下記口座へ振り込んでください。

  9：00  廣嶺神社宮出し　上竹原・府中区巡行

15：00  廣嶺神社を出発　小浜漁港へ

15：30  小浜漁港（小浜郵便局横）で乗船

16：00  西津漁港到着　下竹原区巡行

「夏の陣」オープニングセレモニー

17：00  開幕宣言

17：30  お囃子披露

17：50  みこしのお旅所入り

18：00  津軽三味線演奏

18：45  YOSAKOI
19：20  お楽しみビンゴ大会

20：00  ステージイベント

  7：30  下竹原区内氏子巡行

15：00  西津漁港で乗船

17：00  廣嶺神社宮入り　鎌矛取神事

■ 7月 14日㊏

■ 7月 15日㊐

※みこしの担ぎ手を大募集。申し込みは、観光交流課　☎内線 266

4 号 ６号 ８号 10 号
直　径 120㍍ 200㍍ 260㍍ 300㍍
代　金 5,000 円 10,000 円 20,000 円 30,000 円

福井銀行 小浜支店 普通 1194331

福邦銀行 小浜支店 普通 5169221

小浜信用金庫 本店 普通 0293405

若狭農業協同組合 大手町支店 普通 0772416

【口座名義】市民の花火打ち上げ賛助会

■花火代金

■花火代金振込先

若狭マリンピア2007

伝統行事「松上げ」の参加者募集

８月１日㊌　19時 45分〜
●ところ　　人魚の浜海岸

●参加方法　当日 18 時から現地で受け付け

　口名田、中名田地区の
５集落に伝わる民俗行
事。約 25㍍の木の先端
に取り付けた「もじ」に、
ハンマー状のたいまつを
投げ入れます。

★「小浜音頭大パレード」の参加者募集

７月 31日㊋　19時 00分〜
●ところ　　はまかぜ通り商店街

■申し込み、問い合わせ

　　　　　　7 月 19 日㊍までに

　　　　　　はまかぜ通り商店街

　　　　　　☎ 52・6259

　※内容など詳しくは、全戸配布のチラシを

　　ご覧ください

★「親子料理教室」の参加者募集

７月 22日㊐　10時 30分〜
●ところ　　青池調理師専門学校

●募　集　　小・中学生とその親　40 人

●参加費　　１人 500 円

●持参品　　エプロン、三角巾、タオル、

　　　　　　上履き、筆記用具

■申し込み、問い合わせ

　　　　　　青池調理師専門学校

　　　　　　☎ 52・3481

★「花火納涼船」から花火を見よう

８月１日㊌　19時 20分出航
●乗船場所　若狭フィッシャーマンズワーフ

●定　員　　80 人（団体のみ予約可）

■申し込み、問い合わせ

　　　　　　若狭フィッシャーマンズワーフ

　　　　　　☎ 52・3111

★は若狭マリンピア 2007 協賛イベント

★はまかぜ通り「夜の市」
７月31日㊋　13時 00分〜

13：00 パーラー店開き

14：00 ちびっ子バトルチャレンジ大会

15：00 パントマイム＆風船パフォーマンスショー

16：00 小浜中吹奏楽部演奏

17：00 獣拳戦隊ゲキレンジャーショー①

17：45 YOSAKOI はまかぜ踊り

18：40 若狭消防音楽隊オープニング演奏

18：50 わんわんパレード

19：00 小浜音頭大パレード

19：25 若狭消防音楽隊の演奏

19：45 獣拳戦隊ゲキレンジャーショー②

20：45 熱演！和太鼓共演のうたげ

22：00 終了

■観光交流課

内線 266

《今年の目玉》
　�観客の掛け声でスタートする
　　「カウントダウン花火」

　�みんなで楽しむクイズ花火
　� 10号玉 50連発


